
第４４号議案   

平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択について

 平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択につい

て、別紙案を添えて教育委員会の審議に付します。

 平成３０年７月２４日

一宮市教育委員会

教育長 中 野 和 雄

提案理由

 平成３１年度に使用する中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書を採択す

るため、本案を提出します。



平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択（案）

種目名 発行者名

特別の教科 道徳 教育出版



第４５号議案   

平成３１年度使用小・中学校用教科用図書の採択について

 平成３１年度使用小・中学校用教科用図書の採択について、別紙案を添えて

教育委員会の審議に付します。

 平成３０年７月２４日

一宮市教育委員会

教育長 中 野 和 雄

提案理由

 平成３１年度に使用する小・中学校用教科用図書を採択するため、本案を提出

します。



平成３１年度に使用する小学校用教科用図書の採択（案）

種目名 発行者名 種目名 発行者名

国  語 光村図書出版 音  楽  教育出版

書  写 教育出版 図画工作  日本文教出版

社  会 東京書籍 家  庭  東京書籍

地  図 帝国書院 保  健  大日本図書

算  数 啓林館 生  活  東京書籍

理  科 大日本図書 道  徳  光村図書出版

平成３１年度に使用する中学校用教科用図書の採択（案）

種目名 発行者名 種目名 発行者名

国  語 光村図書出版
音

楽

一般  教育出版

書  写 教育出版
器楽

合奏
教育出版

社

会

地理 東京書籍 美  術  日本文教出版

歴史 東京書籍 保健体育  大日本図書

公民 東京書籍 技
術
・
家
庭

技術分野  東京書籍

地  図 帝国書院 家庭分野  東京書籍

数  学 啓林館 英  語  東京書籍

理  科 大日本図書



別紙１

番号 略称 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
国　語 ３８ 光　村 こくご一上かざぐるま　下ともだち １３９ ２３９

こくご二上たんぽぽ　　下赤とんぼ １４０ ２４０
国語三上わかば　　　　下あおぞら ３３９ ４３９
国語四上かがやき　　　下はばたき ３４０ ４４０
国語五銀河　　　　国語六創造 ５３９ ６３９

書　写 １７ 教　出 しょうがく　しょしゃ１２　小学書写　３～６ １３４ ２３４ ３３４ ４３４ ５３４ ６３４
社　会 ２ 東　書 新編　新しい社会　　３・４　　上下 ３３１ ３３２ ５３１ ６３１

新編　新しい社会　　５～６　　上下 ５３２ ６３２
地　図 ４６ 帝　国 楽しく学ぶ　小学生の地図帳４・５・６年　
算　数 ６１ 啓林館 わくわく　さんすう　　１ １３８ ２３８ ３３８ ４３８

わくわく　算数　　２～４上下 ２３９ ３３９ ４３９
わくわく　算数　　５・６ ５３８ ６３８

理　科 ４ 大日本 新版　たのしい理科　３年～６年 ３３２ ４３２ ５３２ ６３２
音　楽 １７ 教　出 小学音楽　おんがくのおくりもの　１ １３１

小学音楽　音楽のおくりもの　　２～６ ２３１ ３３１ ４３１ ５３１ ６３１
図画工作 １１６ 日　文 ずがこうさく１・２上たのしいな　おもしろいな

ずがこうさく１・２下たのしいな　おもしろいな
図画工作３・４上見つけたよ　ためしたよ
図画工作３・４下見つけたよ　ためしたよ
図画工作５・６上見つめて　広げて
図画工作５・６下見つめて　広げて

家　庭 2 東　書 新編　新しい家庭　　５・６
保　健 4 大日本 新版　たのしいほけん　　３・４年

新版　たのしい保健　　　５・６年
生　活 2 東　書 どきどきわくわく新編　あたらしいせいかつ上

あしたへジャンプ新編新しい　生活　下
道　徳 ３８ 光　村 どうとく　１～４　きみが　いちばん　ひかるとき１３５ ２３５ ３３５ ４３５

道徳　５～６　きみが　いちばん　ひかるとき ５３５ ６３５

１３１
１３２

４３２

１３３
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３３３
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平成３１年度使用　小学校用教科用図書
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発行者
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教　科　書　番　号
教科書名



別紙２

番号 略称 １年 ２年 ３年

38 光　村 国語　　１～３ 731 831 931

17 教　出 中学書写

地　理 2 東　書 新編　新しい社会　地理

歴　史 2 東　書 新編　新しい社会　歴史

公　民 2 東　書 新編　新しい社会　公民 929

46 帝　国 中学校社会科地図

61 啓林館 未来へひろがる数学　１～３ 732 832 932

4 大日本 新版 理科の世界　１～３ 728 828 928

中学音楽

　１　音楽のおくりもの

　２・３上下

　　　音楽のおくりもの

器楽合奏 17 教　出 中学器楽　音楽のおくりもの

美術　１　出会いと広がり 728
美術　２・３上　学びの深まり

美術　２・３下　美の探求

4 大日本 新版　中学校保健体育

技術分野 2 東　書
新編　新しい技術・家庭
　　　　　　　技術分野

家庭分野 2 東　書
新編　新しい技術・家庭
　　　　　　　家庭分野

2 東　書
NEW　HORIZON English Course

　　　　　　１　２
727 827 927

17 教　出

中学道徳１
　とびだそう未来へ
中学道徳２
　とびだそう未来へ
中学道徳３
　とびだそう未来へ
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第４６号議案

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。

平成３０年７月２４日

一宮市教育委員会      

教育長 中 野 和 雄 



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業





一宮市教育委員会後援名義使用許可申請 
                      （生涯学習課）

- 1 - 

受

付 

番

号

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料 
許可 

基準

２２ 

一宮南モラロジー 

事務所 

代表世話人 

森
もり

 眞
まこと

モラロジー ミニ 

セミナー 

公益財団法人モラロジ

ー研究所の生涯学習

講師による「子育てに

大切な3つの教え」を

テーマにした講義形

式のセミナー 

９月２日（日） 
アイプラザ 

一宮 

有料 

５００円 
（６） 

２３ 

公益社団法人 

スコーレ家庭教育振

興協会 東海事務所 

武藤
む と う

 保子
やすこ

主催 

公益社団法人 

スコーレ家庭教育振

興協会 一宮地区実行

委員会 

スコーレ家庭教育

セミナー 

スコーレ家庭教育振興

協会の講師による「ピ

ンチにも負けない！

心の強い子に育てる」

をテーマにした講話

１０月５日（金）
一宮市民会

館

有料 

５００円

（４） 

（６）

２４ 

華道家元池坊愛知支

部 

支部長 

伊藤
い と う

 桃代
と よ

美
み

第３７回池坊愛知 

支部花展 
いけばな作品の展示 

１０月１２日（金） 

～ 

１０月１５日（月）

名鉄百貨店 

一宮店
無料 （６）







第４８号議案

   一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正について

 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正について、別紙案を

添えて教育委員会の審議に付します。

 平成３０年７月２４日

一宮市教育委員会

教育長 中 野 和 雄

   提案理由

一宮市神山公民館の位置変更を市長に申し出るため、本案を提出します。 



一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

一宮市公民館設置及び管理に関する条例（昭和30年一宮市条例第18号）

の一部を次のように改正する。 

第1条第2項の表、一宮市神山公民館の項中「一宮市平和1丁目11番30号」

を「一宮市野口1丁目6番22号」に改める。 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 



一宮市公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年一宮市条例第18号)新旧対照表 

現行 改正案 

第1条 略 第1条 略 

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 2 略 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 



【別記1】 

現行 

名称 位置 

略 

一宮市神山公民館 一宮市平和1丁目11番30号 

略 

改正案 

名称 位置 

略 

一宮市神山公民館 一宮市野口1丁目6番22号 

略 


